
議案第 104 号 

 

 

平 成 29 年度 屋久島 町 後期 高齢 者医療 事 業特 別会 計補正 予 算（ 第１ 号 ） 

 

 

平成 29 年度屋久島町の後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 177 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 150,323

千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出

予算補正」による。 

 

 

平 成 2 9 年 1 2 月 ８ 日 提 出 

屋久島町長   荒 木  耕 治 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．歳　　入

（款）  3 繰入金 （項）  1 一般会計繰入金 （単位：千円）

目 計補正前の額 補正額
区分 金額

説　　　　　　　明
節

10,121 1 事務費繰入金 5510,066 55事務費繰入金 1 事務費繰入金 55

60,624 2 保険基盤安定繰入金 △23260,856 △232保険基盤安定繰入金 1 保険基盤安定繰 △232

   入金

70,74570,922 △177計

-3-

 3 繰入金   1 一般会計繰入金  9 後期高齢者医療事業特別会計



３．歳　　出 -4-

（単位：千円）（款） （項）  1 総務管理費 1 総務費

説　　　　　　　明

節

区　分一般財源 金　額
目

その他

特　定　財　源

補正額の財源内訳

計

国県支出金 地方債

補正前の額 補正額

188,659 1 一般管理費 188,641 10一般職給 2 給料 10

40期末勤勉手当 3 職員手当 40

   等

△32備品購入費(資産)18 備品購入 △32

   費

8,6598,641 18計 18

（款） （項）  2 徴収費 1 総務費

48715 1 徴収費 48667 △2印刷製本費11 需用費 △2

50通信運搬費12 役務費 50

715667 48計 48

（款） （項）  1 後期高齢者医療広域連合納付金 2 後期高齢者医療広域連合納付金

138,372 1 後期高齢者医 △231138,603 △231 △231後期高齢者医療広域連合納付19 負担金、 △231

   療広域連合納 金（保険基盤安定分担金）   補助及び

   付金    交付金

138,372138,603 △231計 △231

（款） （項）  1 健康保持増進事業費 3 保健事業費

△122,008 1 健康診査費 △122,020 △12手数料12 役務費 △12

2,0082,020 △12計 △12



２.　　一　　般　　職

（１）総　　　括 後期高齢事業

報 酬 給 料 職 員 手 当 計

（人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補 正 前 1 0 3,431 3,396 6,827 1,118

補 正 後 1 0 3,441 3,436 6,877 1,118

比 較 0 0 10 40 50 0

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補 正 前 1,326 192 252 0 240 0 69 0

補 正 後 1,366 192 252 0 240 0 69 0

比 較 40 0 0 0 0 0 0 0

（千円） （千円）

補 正 前 54 0

補 正 後 54 0

比 較 0 0

備考　　この表は、報酬又は給料をもって支弁される一般職の職員（事業支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものに

　　　　ついて記載すること。

へき地勤務
手 当

区 分
特殊勤務手当 宿日直手当 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 初 任 給 調 整 手 当 退 職 手 当 組 合 負 担 金

0 0 1,236

（千円） （千円） （千円）

0 0 1,236

7,945

7,995

50

職員手当の内訳

区 分
期末勤勉手当 扶 養 手 当 通 勤 手 当 住 居 手 当 児 童 手 当 管理職手当 時間外手当

0 0 0

　　　　給　　　　　与　　　　　費　　　　　明　　　　　細　　　　　書

区 分
職 員 数

給 与 費
共 済 費 合 計

備 考

（千円）


